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諮問庁：検事総長 

諮問日：平成２９年１０月１７日（平成２９年（行個）諮問第１６２号） 

答申日：平成３１年３月２０日（平成３０年度（行個）答申第２１１号） 

事件名：本人が特定期間に最高検察庁監察指導部に通報した事案に係る処理票

等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件請求保有個人

情報」という。）の開示請求に対し，別表１に掲げる文書番号１ないし文

書番号７の各文書（以下，順に「文書１」ないし「文書７」という。）に

記録された保有個人情報（以下，併せて「本件対象保有個人情報」とい

う。）を特定し，その一部を行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（以下「法」という。）の第４章（開示，訂正及び利用停止）の規定

は適用されない，又は法１４条２号，５号及び７号柱書きに該当するとし

て不開示とした決定については，本件対象保有個人情報を特定したことは

妥当であり，審査請求人が開示すべきとする部分のうち，別表２に掲げる

部分を除く部分に記録された保有個人情報を不開示としたことは妥当であ

るが，別表２に掲げる部分に記録された保有個人情報を同章の規定は適用

されないとして不開示としたことは，取り消すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

法１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年４月２８日付

け最高検企第１１０号により検事総長（以下「処分庁」又は「諮問庁」と

いう。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，文

書１及び文書２に記録された保有個人情報の不開示部分の開示を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）特定年月日Ａ付けの電話聴取書（文書１に添付されたもの）及び特定

年月日Ｂ受付の処理票（文書１）について 

特定年月日Ａに請求人（開示請求者兼審査請求人を指す。以下同

じ。）が行った電話で行った通報に対し電話聴取書が作成され，それに

基づき行われた処理をまとめたものが特定年月日Ｂ受付の処理票である

と思われる。 

この処理票の処理結果欄の２行目に，「該当事実無し」という記載が

あるが，特定地方検察庁特定部は，請求人に対し特定年月日Ｃ付け及び

特定年月日Ｄ付けの書面を送付してきており，その書面を証拠書類とし
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て添付する。 

そしてこの特定年月日Ｄ付けの書類の本文１行目に「告訴の方式につ

いて，口頭告訴が認められるのは，貴殿の指摘のとおりである」との文

言がある。これは刑事訴訟法の２４１条「告訴又は告発は，書面又は口

頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」に基づき，

口頭告訴を求めた請求人対し特定地方検察庁特定部が行った回答である。

そもそもこの刑事訴訟法２４１条は，口頭告訴が可能となる条件を限定

していない。また下記（２）及び（３）の「特定年月日Ｅ付けの電話聴

取書及び特定年月日Ｆ付けの処理票について」に記載しているが，特定

高等検察庁の特定検事Ａが「検察庁の業務の基幹」として教示した大コ

ンメンタール刑事訴訟法【第二版】第４巻の告訴告発欄には，「告訴を

口頭で行うか書面で行うかは，告訴人の自由である」主旨の記載が存在

する。また提出する証拠書類には，請求人に対し，執拗に告訴状の作成

を求める文言が書かれており，特定年月日Ｃ付けの書類の最後には「貴

殿が告訴を希望されているのであれば，これまでも御依頼しております

とおり，告訴状の提出をお願いします」との記載がある。これを要約す

ると「告訴をしたいなら告訴状を提出しろ」ということであり，口頭告

訴を拒否していることは明らかである。 

以上の事から，最高検察庁監察指導部が「該当事実無し」として処理

票は，事実と異なるものであり，この記載が行われた原因は，調査不足

によるもの又は，通報当初から隠ぺいを画策しまともな対応を行わなか

ったかのどちらである。以上のことから，開示された書類そのものが，

違法に作成された疑いが強く，黒塗り部分を非開示とした検察庁の主張

には，何ら根拠がなく，全ての開示を強く求める。 

最後に，すでに上述しているとともに「（２）特定年月日Ｅ付けの電

話聴取書及び特定年月日Ｆ付けの処理票について」にも記載したが，特

定年月Ａに特定検事Ａより教示を受けた請求人は，特定市立図書館で大

コンメンタール刑事訴訟法【第二版】第４巻を借りた。そしてその中に，

「告訴を口頭で行うか書面で行うかは，告訴人の自由である」主旨の記

載を発見した。そのためこの文言を，電話で特定職員Ｂに対し伝えたと

ころ，特定職員Ｂから「それはその本が言っているだけであり，その本

を書いた人の解釈にすぎない」旨の回答があり，再度「告訴状を提出し

なければ，告訴は受け付けない」旨を発言を受けた。つまり特定高等検

察庁の特定検事Ａは「検察庁が業務を行うに当たり，法解釈の基盤であ

る」と発言しているのに対し，特定地方検察庁特定部は「その本の筆者

の一解釈にすぎない」と断罪しているのである。確かに特定地方検察庁

特定部と，特定高等検察庁と，違う部署であるかもしれないが，国民に

とっては同じ検察庁でしかないのである。その両者が，法解釈において
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異なる発言を行う（特に特定地方検察庁は，刑事訴訟法に反する発言を

行っている）のであれば，日本国の法秩序の崩壊と言わざるを得ない。

またこれらの発言は，自分たちの都合に合わせたものにすぎず，国民と

して決して看過することはできない。 

 （２）特定年月日Ｅ付けの電話聴取書（文書２に添付のもの）について 

聴取内容欄【先方】欄の上から１０行目以降に記載された，「その際

特定検事Ａからは私は全体の奉仕者であって～１億２０００万人分の１

でいいですかと言われた」旨の通報は，特定年月Ａ初旬に最高検察庁監

察指導部に対し，請求人が通報した際に告げた内容である。 

この文書によれば，特定年月日Ｅに，特定検事Ａがこの発言を行った

かのように記載されているが，それは事実と異なる虚偽記載である。 

さらに特定年月日Ｅ付けの電話聴取書に，請求人が「最後には暴れる

ぞ」という発言を行ったという記載があるが，請求人はそのような発言

はしておらず，虚偽記載である。 

（３）特定年月日Ｆ付けの処理票（文書２）について 

   開示された処理結果（黒塗り部以外）の上から５行目から「②対象者

は，「私は，全体の奉仕者であって，あなたの奉仕者ではない。」「あ

なたにかける時間は，１日当たり１億２０００万人分の１でいいです

か。」と言った，などと申し入れるものである。」と記載されている。

しかしこの通報は上述の通り特定年月Ａ初旬に，最高検察庁監察指導部

に対して行ったもので，特定年月日Ｆに行ったものではない。そのため

本来，この文章は，特定年月Ａの処理票の中に記載されていなければお

かしいが開示された書類の中に，特定年月Ａ初旬分が存在していない

（情報開示の担当である特定職員Ｃから，開示された以上の書類は存在

していないと説明を受けている）のはおかしく，監察指導部は請求人の

申立をはなから聞く気がなかった，あるいは調査はしたがその書類を故

意に毀棄した，又は不注意で紛失したかのいずれかである。 

そもそもこの特定年月Ａの通報時には，同時に，特定検事Ａが請求人

に対し発した「あなたは被害者ではない。その理由を知りたければ，大

コンメンタール刑事訴訟法【第二版】第４巻を読め。その大コンメンタ

ールは，法律解釈のデファクトスタンダードで，検察庁が行う業務の基

幹となっている本である」という発言についても通報している。という

のも，請求人は教示された大コンメンタール刑事訴訟法【第二版】第４

巻を，特定市立図書館で借り読んでみたが，請求人が被害者であること

に間違いはないと確信を持つに至った。そのため請求人は，直接，特定

高等検察庁に出向き，特定検事Ａから発言の意志について説明を求めよ

うとしたが，担当事務官から，大コンメンタール刑事訴訟法【第二版】

第４巻のコピーを手渡されただけであり，特定検事Ａは面会に応じるこ
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ともなく説明にも応じなかった。この事実をもって，請求人は同年に，

最高検察庁に対し「特定検事Ａの説明責任の有無及び，１億２０００万

人分の１という暴言」を通報していたのである。すでに上述しているが，

特定年月Ａに行った通報が，特定年月日Ｆに行ったかのような書類が作

成されていること自体，事実と反するものであり，また「大コンメンタ

ール刑事訴訟法【第二版】第４巻」に関する通報が無視されているのは，

水掛け論で事実を簡単に隠ぺい出来る「１億２０００万人分の１」とい

う暴言とは違い，大コンメンタールへの言及やその後の行動には，「コ

ピーを渡した」という物的証拠が存在する。そのため事実を隠ぺいする

ことが出来ず，検察庁にとって都合が良くないと考えた監察指導部が，

意図的に特定年月Ａの通報に関する書類を毀棄し，その通報の中身の一

部を，特定年月日Ｆに追加することで，まるでその日に初めてその通報

が行われたかのように偽装したものである。 

このようにすでに開示された部分にも意図的な改ざんが存在しており，

通報に対する処理も，適切に行われたものではない。以上の事から検察

庁の主張には何ら根拠はなく，黒塗り部分全ての開示を請求する。 

（４）特定年月日Ｇの電話聴取書について 

  我々国民が，監察指導部に通報をした場合，開示された書類を精査す

るに，通報後の処理の流れは，まず「国民から受けた通報を，電話聴取

書として作成し，それに対し「対応するのかしないのか」という判断が

行われる」と考えられる。そして対応をする，又はしないという判断が

下された場合，それを記載した書類が存在するはずである。しかしこの

通報に対する処理票が開示されておらず，またその理由として事務官は

「存在していない」と発言したが，それは間違っているのではないかと

思われる。 

つまり検察官又は事務官らの不当，又は違法性が明らかである通報に

対しては，監察指導部は意図的に何も対応をしないという証拠になるの

ではないかと申請人は考える次第である。 

（５）審査請求の主旨 

そもそも最高検察庁監察指導部は，かつて特定地方検察庁が起訴を目

的とし異なる事実を自分たちで作り上げるとともに，証拠品であるフロ

ッピーの日付を改ざんした特定個人Ｄの特定事件をきっかけに創設され

たと，請求人は記憶している。しかし，この部分開示で明らかになった

ことは，すでに上述したとおり，請求人が監察指導部に対し行った通報

を，検察庁の都合に合わせ取捨選択するとともに，意図的に不正な事実

を隠ぺいした事実である。 

さらに検察の自浄能力を期待し創設されたはずの監察指導部にもかか

わらず，特定年月Ｂ以降，当時特定地方検察庁に所属していた特定検事
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Ｅの犯罪行為や，その他検事及び事務官らの通報は，全て書類を作成す

ることなく隠ぺい，又は作成こそしたが毀棄することで隠ぺいしている

ことも明らかとなった。こちらは不作為による審査請求として，同時に

審査請求を行っている。 

これらは監察指導部として国民から与えられた仕事を自ら放棄すると

ともに，その権力を自らの組織のために濫用したものであり，決して看

過出来ない。よって審査請求を行うものである。 

（添付資料省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 開示請求及び処分庁の決定 

（１）開示請求の内容 

      本件開示請求は，特定の期間に審査請求人が最高検察庁監察指導部に

通報した全ての件の通報内容及び処理に関する書類全てに記録された保

有個人情報を対象とするものである。 

（２）処分庁の決定 

     処分庁は，本件対象保有個人情報が記録された行政文書として，処理

票，電話聴取書及び情報受付簿を特定し，電話聴取書を全部開示し，処

理票及び情報受付簿を一部開示とした。 

     処理票の一部については，開示することにより，犯罪の予防，捜査，

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（法

１４条５号），監察に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困

難にするなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（同条

７号柱書き）及び刑事事件に係る裁判等に係る保有個人情報であって，

法第４章の規定の適用が除外される情報（法４５条１項）に該当すると

して一部開示決定を行い，情報受付簿の一部については，開示請求者以

外の者の情報であって，開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報

（法１４条２号），開示することにより，犯罪の予防，捜査，その他の

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（同条５号）

及び監察に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするな

ど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（同条７号柱書

き）に該当するとして一部開示決定を行った。 

２ 本件諮問の要旨 

    審査請求人は，処理票及び電話聴取書の開示決定に対して審査請求をし

ているところ，諮問庁においては，原処分を維持することが妥当であると

認めたので，以下のとおり理由を述べる。 

３ 諮問庁の判断及び理由 
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（１）本件対象保有個人情報の内容が記録された行政文書について 

本件対象保有個人情報の内容が記録された行政文書である「電話聴取

書」は，検察庁の外部から，電話により監察の端緒となる情報の提供が

あったため，その内容を記録して作成・取得されたものであり，「処理

票」は，監察の端緒となる情報を入手し，調査等の結果，該当する事実

がなく監察を実施しなかったため，作成・取得されたものである。 

（２）監察活動と情報の取扱いについて 

     最高検察庁監察指導部が行う監察活動は，検察の組織運営の適正を確

保することを目的とし，捜査手法，執務体制，職員の教育等につき改善

を求めるなど，違法，不適当な状態を適正に戻すために行われるもので

あり，調査の内容等を外部に公開する性質のものではない。 

      同部は，監察の端緒となる情報を検察庁の内外から得た場合，その端

緒となる情報を分析・検討し，必要があれば，全国の検察庁各部局又は

職員に対し，資料の提出や報告を求めるなどの情報収集を行っている。 

      そして，前記分析・検討又は情報収集等（以下「調査等」という。）

により，監察の対象となる事実がないと認めて監察を実施しない場合は，

処理票を作成している。 

（３）処理票について 

     ア 処理票の法１４条７号柱書きの該当性について 

     原処分において，処理票の検事，担当検事，係長及び係員の各押印

欄並びに処理結果欄の一部を法１４条７号柱書きに該当するとして

不開示としている。 

 処理票の押印欄の不開示とした部分は，当該調査等に関与した職

員の印影（姓）であり，当該部分を開示することにより，同事案の

担当検事等が明らかとなり，情報提供者や監察対象者等の関係者か

ら担当検事等に対し，関係者が希望する調査をしてもらえるよう執

ように不当な働き掛けがなされる，あるいは，調査の内容や進捗状

況，その結果を聞き出した上，正確な事実を秘匿するための対抗措

置がなされるなどのおそれがあり，その結果，監察の検討に関する

意思決定等の中立性が損なわれるとともに，正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法行為等の発見を困難にするおそれがあるこ

とから，監察事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認め

られ，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当する。 

        さらに，処理票（特定年月日Ｂ受付のもの）の処理結果欄中及び処

理票（特定年月日Ｆ受付のもの）の処理結果欄下段の不開示とした

部分は，情報提供に基づいて監察指導部が行った調査等の手法等が

記載されており，当該部分は審査請求人が承知している内容ではな

い上，監察という事務の特性から，これらの情報等は厳格に取り扱
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い，かつ，秘匿されるべきものである。 

つまり，これらを開示すると，監察指導部の調査等としてどのよう

な活動を行っているかという具体的な調査等の手法が明らかとなり，

監察の対象者等において自己に有利な状況の作出などの対抗措置が

容易になるため，監察指導部の行う調査等に関し，正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法行為等の発見を困難にするおそれが

あることから，監察事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められ，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当する。 

   イ 処理票の法１４条５号の該当性について 

処理票の検事及び担当検事押印欄の不開示とした部分について，検

事の担当職務は公にしておらず，検事及び担当検事押印欄を開示す

ると，犯罪の捜査，公訴の維持及び刑の執行にかかわる検事が判明

することになり，犯罪の予防，捜査，その他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがある情報（法１４条５号）を公にする

ことになる。 

また，処理票の係員押印欄の職員氏名については，独立行政法人国

立印刷局の職員録等で氏名を公表しておらず，かつ，現在，捜査・

公判又は刑の執行を行う部署で業務を行っていない職員の氏名であ

るものの，人事異動又は応援により，捜査・公判又は刑の執行を行

う部署へ異動することがあるから，その職員の氏名が明らかになれ

ば，内偵捜査や所在捜査等の秘匿性が高い業務に従事するに当たっ

て情報の収集が困難になるなど，犯罪の捜査・公訴の維持又は刑の

執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

ことから，犯罪の予防，捜査，その他の公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがある情報（法１４条５号）に該当する。 

    ウ 処理票の法４５条１項の該当性等について 

     （ア）法４５条１項の趣旨について 

         法４５条１項は，刑事事件に係る裁判等に係る保有個人情報のう

ち，当該裁判等を受けた者等に係るものについては，法第４章の規

定を適用しないとしている。 

          この趣旨は，これらの保有個人情報は，当該本人の前科，前歴，

逮捕歴，勾留歴等を示す情報やこれらの履歴を前提とする情報であ

って，これらの保有個人情報を開示請求等の対象とすると，当該本

人の前科等の履歴が本人以外の者に明らかとなる危険性があり，当

該本人の社会復帰や更生保護を図る上で本人の不利益になるおそれ

があるため，このような弊害を防止しようとするところにあるもの

と解される。 

     （イ）法４５条１項の該当性について 
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         処理票（特定年月日Ｆ受付のもの）の処理結果欄の不開示とした

上段部分には，検察官の処分等の情報が記録されていることから，

法４５条１項に該当し，法第４章の適用除外に該当すると認められ

る。 

           なお，本件と類似する情報公開・個人情報保護審査会の答申（平

成２７年度（行個）答申第１６３号）において，同審査会は，「法

４５条１項の趣旨に鑑みると，同項により適用除外とされるのは，

本来，同項に規定する情報だけを記載することを目的としている文

書又は欄であって，これらへの記載の有無のみで，当該情報の存否

が明らかになるものに限られると解され，そのため，当該文書又は

欄は，その記載の有無にかかわらず，全部を不開示とせざるを得な

いことから，法はこれを適用除外としたものと考えられる。」

「（本件対象文書は，）必ずしも刑事事件の裁判等の法４５条１項

に規定する情報だけが記載されているという性質の文書ではないと

のことであり，仮に，その一部に刑事事件の裁判等の情報が記載さ

れていたとしても，そのことをもって，同項による法の適用除外に

当たるとして不開示とすると，そのこと自体により，当該情報が存

在することが明らかとなり，それは同項の趣旨にそぐわないものと

いわざるを得ない。」との指摘があるので，念のため以下のとおり

付言する。 

           確かに，①開示請求に対し，その全部又は一部を法４５条１項の

規定により法第４章の規定が適用されないとして不開示としただけ

で，開示請求者その他特定の者に関して，刑事事件の裁判等，同条

項に規定する情報が存在することが明らかになる場合には，当該者

の社会復帰や更生保護を図る上で当該者に不利益となるため，同項

の趣旨にそぐわない結果を来すこととなりかねない。 

           しかしながら，②開示請求に対し，その全部又は一部を法４５条

１項の規定により不開示としただけでは，開示請求者その他特定の

者に関して，刑事事件の裁判等，同条項に規定する情報が存在する

ことが明らかになるとはいえない場合には，当該者の社会復帰や更

生保護を図る上で不利益を生じさせるとはいえず，同項の趣旨に反

する結果を招来するとはいえない。 

           むしろ，このような場合において，情報公開・個人情報保護審査

会の指摘するように，「必ずしも刑事事件の裁判等の法４５条１項

に規定する情報だけが記載されているという性質の文書でない。」

との一事をもって同条項が適用されないとすると，かえって当該者

の社会復帰や更生保護を図る上で重大な不利益となりかねず，適当

でない。 
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           上記②のような場合において，法第４章の規定は適用されないと

して不開示とすることは，同条項の予定するものとして許容される

と解される。 

この点，本件対象文書の処理票は処分庁が事務処理に必要な情 

報を記載するものであり，そこに記録されている個人情報は，必ず

しも開示請求者本人の個人情報であるとは限らない。 

          したがって，これらの文書の開示請求に対し，その一部を法４５

条１項の規定により法第４章は適用されないとして不開示としただ

けで，開示請求者その他特定の者に関して，刑事事件の裁判等，同

条項の規定する情報が存在することが明らかになるとはいえないこ

とから，本件対象文書について，その一部を不開示としたとしても，

同項の趣旨を没却するとはいえない。 

           また，法４５条１項は，同項所定の保有個人情報について形式・

単位等の制限を設けていないところ，明文上の規定がない制限を行

うことは妥当でなく，平成２２年度（行個）答申第１３３号におい

ても，法の第４章の適用除外については，どのような行政文書に記

載されているかを問うものではないとの判断が示されているところ

である。 

         よって，処理票の処理結果欄上段の不開示とした部分は，法４５

条１項に該当すると認められる。 

  （４）電話聴取書について 

     原処分において電話聴取書は全部開示しているところ，全部開示の開

示決定に対する更なる請求として，審査請求を行うのは不適法である。 

４ 結論 

     以上のとおり，本件開示請求に対し，処分庁が，処理票の一部を法１４

条７号柱書き，同条５号又は法４５条１項に該当するとして一部開示とし，

電話聴取書を全部開示とした開示決定は妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年１０月１７日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月３１日        審議 

   ④ 同年１１月２８日     本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 同年１２月１９日     審議 

   ⑥ 平成３０年２月２日    審議 

   ⑦ 同月１３日        審議 

   ⑧ 同月２７日        審議 

   ⑨ 同年３月６日       審議 
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   ⑩ 同年６月２５日      審議 

   ⑪ 平成３１年３月４日    審議 

   ⑫ 同月１８日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求保有個人情報の開示を求めるものである。 

処分庁は，文書１ないし文書７に記録された保有個人情報（本件対象保

有個人情報）を特定した上，そのうちの一部（別表２に掲げる部分に記録

された保有個人情報。以下「本件対象保有個人情報１」という。）につき，

法４５条１項に該当し，法の第４章の規定は適用されないとして，並びに

その余の部分（別表１に掲げる不開示部分のうち，別表２に掲げる不開示

部分を除く部分に記録された保有個人情報）につき，法１４条２号，５号

及び７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，本件対象保有個人情報の特定を争う趣旨と

解される主張をするほか，上記の不開示とされた部分のうち，文書１及び

文書２に係る不開示部分に記録された保有個人情報（そのうちの本件対象

保有個人情報１を除くものを，以下「本件対象保有個人情報２」とい

う。）の開示を求めているが，諮問庁は，原処分を妥当としていることか

ら，以下，本件対象保有個人情報の見分結果を踏まえ，本件対象保有個人

情報の特定の妥当性並びに本件対象保有個人情報１についての法第４章の

規定の適用の可否及び本件対象保有個人情報２の不開示情報該当性につい

て検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の特定の妥当性について 

  審査請求人の主張は，要するに，本件対象保有個人情報が記録された文

書１ないし文書７のほかに，審査請求人が最高検察庁監察指導部にした通

報に対応する処理票等が作成されているはずであるというものと解される

ところ，審査請求人は，最高検察庁において，審査請求人の主張するよう

な処理票等を作成・保有していると認めるに足りる具体的な根拠を提示し

ているとはいえない。 

しかも，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁

は，①最高検察庁監察指導部においては，電話による何らかの情報提供が

あった場合でも，その全てについて電話聴取書の作成や情報受付（情報受

付簿に記載すること）をしているわけではなく，また，②本件審査請求を

受けて，改めて本件開示請求の対象として特定すべき保有個人情報の保有

の有無を確認するため，書庫，倉庫，パソコン上（共有フォルダ）のファ

イル等の探索を行わせたが，本件対象保有個人情報のほかには，本件開示

請求の対象として特定すべき保有個人情報の存在を確認することはできな

かった旨説明するところ，上記①の諮問庁の説明を覆すに足りる事情はな
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く，また，上記②の探索の範囲等に問題があるとは認められない。 

以上を併せ考えれば，最高検察庁において，本件対象保有個人情報のほ

かに，本件開示請求の対象として特定すべき保有個人情報を保有していな

い旨の諮問庁の説明も，不自然，不合理とはいえず，首肯できる。したが

って，最高検察庁において，本件対象保有個人情報のほかに，本件開示請

求の対象として特定すべき保有個人情報を保有しているとは認められない。 

３ 本件対象保有個人情報１に対する法の第４章の規定の適用の可否につい

て 

（１）適用除外の趣旨 

ア 法４５条１項は，刑事事件に係る裁判，検察官の処分及び刑の執行

等に係る保有個人情報について，法の第４章の規定を適用しないとし

ているが，その趣旨は，これらに係る保有個人情報を開示請求等の対

象とした場合，雇用主等の要望により，本人が自己の刑の執行等に関

する情報を取得し，提出させられるなどして，前科等が明らかになる

危険性があるなど，被疑者や被告人，受刑者等の立場で留置施設や刑

事施設等に収容されたことのある者等の社会復帰や更生保護上問題と

なり，その者の不利益になるおそれがあるため，本人の社会復帰上の

不利益となることを防止することを目的として，開示請求手続の適用

除外とされたものであると解される。 

イ このような法４５条１項の趣旨に鑑みると，同項により適用除外と

されるのは，本来，同項に規定する情報だけを記載することを目的と

している文書又は欄（同項に規定する情報が当然に含まれ得る欄を含

む。以下同じ。）であって，これらへの記載の有無のみで，当該情報

の存否が明らかになるものに限られると解され，そのため，当該文書

又は欄は，当該情報の記載の有無にかかわらず，全部を不開示とせざ

るを得ないことから，法はこれを適用除外としたものと考えられるの

であり，この点は，従前の当審査会の答申（平成２７年度（行個）答

申第１６３号，平成３０年度（行個）答申第５２号等）中で，同旨の

判断が示されているところである。 

ウ この点について，諮問庁は，上記第３の３（３）ウのとおり主張

する。しかしながら，上記の諮問庁の説明に従い，法４５条１項に

規定する情報だけが記載されているという性質の文書ではないもの

の一部に，刑事事件に係る裁判，検察官の処分及び刑の執行等に係

る保有個人情報が記載されていた場合であっても，そのことをもっ

て，同項による法の適用除外に当たるとして不開示とすると，その

こと自体により，その部分に当該情報が存在することが明らかとな

ることから，このような事態が生じることになる同項の解釈は，同

項の趣旨にそぐわないものといわざるを得ない。 
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以上のとおり，上記の諮問庁の説明を考慮に入れて検討しても，

従前の答申の判断を変更すべきであるとはいえない。 

（２）適用の可否 

ア 最高検察庁監察指導部が監察の端緒となる情報を検察庁の内外から

得た場合において，処理票がどのような場合に作成されるのかに関す

る上記第３の３（２）の諮問庁の説明は，これを覆すに足りる事情は

なく，是認できる。 

そこで，処理票の処理結果欄の記載内容について，当審査会事務局

職員をして諮問庁に確認させたところ，処理票の処理結果欄には，

監察の端緒となる情報や，その情報の処理結果・理由等が記載され

るが，必ずしも刑事事件に係る裁判，検察官の処分及び刑の執行等

の法４５条１項に規定する情報だけが記載されるという性質の文書

ではないとのことであり，本件においても，別表１のとおり，文書

２の処理票の処理結果欄の記載部分の一部だけが，同項による法の

適用除外に当たるとして不開示とされているのである。 

イ そうすると，本来，法４５条１項に規定する情報だけを記載するこ

とを目的としている文書又は欄ではない文書２の処理票の処理結果欄

について，その記載内容の一部に同項に規定する刑事事件に係る裁判，

検察官の処分及び刑の執行等の記述があったとしても，同項の趣旨か

らみて，当該記述部分が同項に該当して法の第４章の規定の適用が除

外されると解することはできない。 

ウ 以上のとおり，本件対象保有個人情報１につき，法４５条１項の規

定に該当し，法の第４章の規定は適用されないことを理由として不開

示とした決定は，取消しを免れない。 

４ 本件対象保有個人情報２の不開示情報該当性について 

（１）最高検察庁監察指導部が行う監察活動の内容やその性質に関する上記

第３の３（２）の諮問庁の説明を覆すに足りる事情はなく，また，同部

が監察の端緒となる情報を検察庁の内外から得た場合において，処理票

がどのような場合に作成されるのかに関する諮問庁の説明も是認できる

ことは，上記３（２）アのとおりであるから，これらを踏まえて，本件

対象保有個人情報２の不開示情報該当性について検討する。 

（２）検事，担当検事，係長及び係員（以下「検事等」という。）の各押印

欄（文書１及び文書２の関係）及び受付欄の訂正印（文書２の関係）に

係る不開示部分について 

ア 標記の不開示部分には，文書１及び文書２の各処理票に係る調査等

に関与した検事等の印影（姓。なお，文書２の受付欄中の訂正印を含

む。）があると認められる。 

イ そして，上記アの印影を開示すると，当該処理票に係る調査等に関
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与した検事等の氏名が明らかになることは否定できず，そうすると，

上記（１）のような最高検察庁監察指導部が行う監察活動の内容やそ

の性質等に照らせば，情報提供者や監察対象者等の関係者（以下「監

察対象者等」という。）から当該検事等に対し，監察対象者等が希望

する調査等をしてもらえるよう執ように不当な働き掛けがなされるお

それや，あるいは，調査等の内容や進捗状況，その結果を聞き出した

上，正確な事実を秘匿するための対抗措置がなされるなどのおそれが

あり，その結果，監察の検討に関する意思決定等の中立性が損なわれ

るとともに，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法行為の発

見を困難にするおそれがあることから，監察事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある旨の上記第３の３（３）アの諮問庁の説明は，

不自然，不合理とはいえず，首肯できる。 

ウ なお，文書１及び文書２の各処理票の起案・決裁に関与した検事等

の中に，その後の人事異動により，最高検察庁監察指導部から転出し

て監察事務を担当していない検事等が含まれている場合であっても，

上記の起案・決裁に関与した範囲において，その調査等の内容や起

案・決裁に至るまでの経緯等を知り得る立場にあることからすると，

当該検事等の氏名が明らかになった場合，当該検事等に対し，監察対

象者等から不当な働き掛けがなされるなどの，上記と同様のおそれが

あり，監察事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは否定

できない。したがって，上記のような最高検察庁監察指導部から転出

して監察事務を担当していない検事等がいたとしても，上記イの判断

が左右されるものではない。 

エ 以上のとおり，標記の不開示部分に記録された保有個人情報は，法

１４条７号柱書きに該当すると認められるので，同条５号について判

断するまでもなく（ただし，標記の不開示部分のうちの文書１及び文

書２の各処理票中の検事，担当検事及び係員の各押印欄の関係），不

開示としたことは妥当である。 

（３）処理結果欄の記載部分中の不開示部分（文書１及び文書２に係る部分

の関係。ただし，別表２に掲げる部分を除く。）について 

ア 標記の不開示部分には，最高検察庁監察指導部が調査等としてどの

ような活動を行っているかという，調査等の具体的な手法やこれをう

かがわせる情報が記載されていると認められる。 

イ そうすると，上記（１）のような最高検察庁監察指導部が行う監察

活動の内容やその性質等に照らせば，標記の不開示部分に係る保有個

人情報を開示すると，監察指導部の調査等としてどのような活動を行

っているかという具体的な調査等の手法が明らかとなり，監察対象者

等において自己に有利な状況を作出するなどの対抗措置が容易になる
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ため，同部が行う調査等に関し，正確な事実の把握を困難にするおそ

れ又は違法行為等の発見を困難にするおそれがあることから，監察事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の上記第３の３（３）

アの諮問庁の説明は，不自然，不合理とはいえず，首肯できる。 

ウ 以上のとおり，標記の不開示部分に記録された保有個人情報は，法

１４条７号柱書きに該当すると認められるので，不開示としたことは

妥当である。 

５ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求に対し，本件対象保

有個人情報を特定し，その一部を法４５条１項の「刑事事件に係る裁判，

検察官の処分及び刑の執行等に係る保有個人情報」に該当し，法の第４章

（開示，訂正及び利用停止）の規定は適用されない，又は法１４条２号，

５号及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，本件

対象保有個人情報を特定したことは妥当であり，審査請求人が開示すべき

とする部分のうち，本件対象保有個人情報２は，同号柱書きに該当すると

認められるので，同条５号について判断するまでもなく，不開示としたこ

とは妥当であるが，本件対象保有個人情報１は，同項に規定する保有個人

情報に該当せず，同章の規定が適用される保有個人情報に該当するとして

改めて開示決定等をすべきであることから，本件対象保有個人情報１を不

開示としたことは，取り消すべきであると判断した。 

（第１部会） 

  委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 
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別紙 本件請求保有個人情報が記録された文書 

 

特定年月Ｂ以降特定年月日Ｈまで私（開示請求者兼審査請求人を指

す。）が最高検察庁監察指導部に通報した全ての件について，その通報内

容及び処理に関する書類全て 
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別表１ 本件対象保有個人情報が記録された文書並びにその不開示部分及び不

開示理由 

 

 

文書番号 文 書 名 不  開  示  部  分 不 開 示 条 項 

１ 処理票（特定年

月日Ｂ受付のも

の） 

検事，担当検事及び係員

の各押印欄 

法１４条５号及び

７号柱書き 

係長押印欄 法１４条７号柱書

き 

処理結果欄の記載部分の

７行目ないし１０行目の

２０文字目 

法１４条７号柱書

き 

２ 処理票（特定年

月日Ｆ受付のも

の） 

検事，担当検事及び係員

の各押印欄並びに受付欄

の訂正印 

法１４条５号及び

７号柱書き 

係長押印欄 法１４条７号柱書

き 

処理結果欄の記載部分の

３行目ないし９行目 

（別表２と同じ部分） 

法４５条１項 

処理結果欄の記載部分の

１６行目ないし４２行目 

法１４条７号柱書

き 

３ 特定年Ａ受付簿 番号欄５２３以外の行 法１４条２号 

番号欄５２３の担当検事

欄 

法１４条５号及び

７号柱書き 

４ 特定年Ｂ受付簿 番号欄７１以外の行 法１４条２号 

番号欄７１の担当検事欄 法１４条５号及び

７号柱書き 

５ 電話聴取書（特

定年月日Ｇのも

の） 

なし  

６ 電話聴取書（特

定年月日Ｉのも

の） 

なし  

７ 電話聴取書（特

定年月日Ｊのも

の） 

なし  
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別表２ 取り消すべき部分（法４５条１項該当部分） 

 

文書番号 文 書 名 不 開 示 部 分 

２ 処理票（特定年

月日Ｆ受付のも

の） 

処理結果欄の記載部分

の３行目ないし９行目 

 

 


